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平成 27 年 9月 25 日

各      位
会 社 名  Ｎ Ｄ Ｓ  株 式 会 社

代表者名  取締役社長  伊 藤  卓 志

（コード番号１９５６ 東証・名証１部）

問合せ先  執行役員総務部長 小 川 眞 吾

（ Ｔ Ｅ Ｌ ０ ５ ２ － ２ ６ ３ － ５ ０ １ １ ）

「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 9 月 25 日開催の取締役会において、「内部統制基本方針」を一部改定することを決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

（追加、改定箇所は下線で示しております。)

記

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに

企業集団による業務の適正を確保するための体制

  ＮＤＳグループは、会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条に基づき構築した、ＮＤＳ

グループの業務の適正を確保する体制（以下「内部統制」という。）について、以下のとおり実施して

おります。

(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

社内規程に基づき取締役会等の議事録を作成保存するとともに、重要な職務の執行および決裁に係る

情報について、記録し適切に管理しております。

(2)損失の危険の管理に関する規定その他の体制

①ＮＤＳグループの各種リスクに関する規程を整備するとともに、以下の６つの専門委員会とそれを

統括する「ＣＳＲ・リスク管理委員会」※1を設置し、ＮＤＳグループのリスク管理体制を構築して

おります。

ア．コンプライアンス委員会※２

イ．安全品質管理委員会※３

ウ．事業投資等委員会※４

エ．重要資産管理委員会※５

オ．情報セキュリティ委員会※６

カ．システム開発委員会※７

②「ＣＳＲ・リスク管理委員会」は、各委員会業務に係るリスク管理状況を把握し、必要に応じて

支援提言を行います。

③「ＣＳＲ・リスク管理委員会」は、所定の事項を経営会議ならびに取締役会に付議いたします。

④「リスク管理規程」のもと、各種リスクを特性に応じて管理し、健全性の維持向上を図っております。
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(3)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制および取締役・使用人の職務執行が

法令・定款に適合することを確保するための体制

①業務執行体制

ア．経営会議を月２回から４回の頻度で開催し、よりきめ細かく業務執行を図っております。

イ．ＮＤＳグループ全体での各種施策の浸透・課題の共有化を目的とする「ＮＤＳグループ戦略会議」

を年２回の頻度で開催しております。

②コンプライアンス体制

ア．「コンプライアンス室」「企業倫理ヘルプライン」を設置し、ＮＤＳグループのコンプライアンス

体制の推進を図っております。

イ．コンプライアンス規程および内部通報制度に関する規程のもと、常にその実効性の確保に努めて

おります。

ウ．毎月１５日を「企業倫理の日」と定め、社員がコンプライアンスに対する理解を深める機会を

設ける等コンプライアンスの周知徹底を図っております。

③内部監査体制

内部監査を担当する内部監査室が、ＮＤＳグループの内部監査を行っております。

(4)ＮＤＳグループにおける企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社の内部統制の基本方針の基に、ＮＤＳグループ全体に展開しております。また、グループ会社管理

規程を定め、グループ会社の経営に関する管理や指導を行う部門を設置して、定期的な報告会（年４回）

を開催し、業務執行状況ならびに財務状況等について、当社およびグループ会社との情報交換を図りな

がら、必要に応じて指導および助言等を行っております。

(5)監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

①内部監査室・監査役室の構成員の中から補助使用人を選任し、監査諮問委員会※８および監査役会の

事務局業務も併せて担当しております。

(6)監査役等の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに補助使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

①監査役は、補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努め、業務の指揮命令については監査役が

行っております。

②当該補助使用人の人事異動･評価等については、常勤監査役の同意を必要としております。

(7)取締役および使用人が監査役会へ報告するための体制

①取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、これを直ちに監査役会

に報告いたします。

②使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときには、これを直ちに該当の

専門委員会に報告するとともに、監査役会に報告いたします。

(8)監査役会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制

監査役会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止して

います。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還手続きその他の当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が職務を執行する上で必要となる費用について会社に請求を行った場合は、監査の職務の執行に

必要でないと明らかに認められるときを除き、会社は速やかに処理をすることとしています。
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(10)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①常勤監査役は、取締役会および他の重要な会議すべてに出席する他、会計監査人の監査に立会い、

取締役からも直接業務執行について聴取を行っております。

②常勤監査役ならびに非常勤監査役は、代表取締役との意見交換会を年２回開催し、代表取締役の業務

執行について聴取を行うとともに、監査業務の執行について情報の提供を行い、相互認識と信頼関係

を深めております。

③常勤監査役およびグループ会社の監査役によるグループ監査役会議を年２回開催し、グループ全体の

内部監査機能を担保しております。

④監査役は、会計監査人との意見交換会を年４回以上開催し、監査業務の執行について情報の共有を

図っております。

(11)反社会的勢力の排除に向けた体制

ＮＤＳグループＣＳＲ憲章に定める「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体

とは断固として対決します。」に基づき反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切関係

を持ちません。また、不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、

関係部署が連携・協力して組織対応し、利益供与は絶対行わないこととしております

(12)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

金融商品取引法における財務報告に係る内部統制については、適正な財務報告を迅速に作成するために、

当社の「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、有効性の評価および改善を行い、財務報告の

信頼性と適正性を確保しております。

※ １…………ＣＳＲ・リスク管理委員会

・ＮＤＳグループのＣＳＲ・リスク管理全般に関する基本方針等を立案し、経営会議・取締役会へ付議する。

・ＮＤＳグループのＣＳＲ・リスク管理に関して発生した事故等の歯止めを実施する。

※ ２…………コンプライアンス委員会

法令遵守体制が適切に運用されるよう監査・指導・助言を行い、問題発生時は、解決、再発防止の基本方針を策定する。

※ ３…………安全品質管理委員会

・ＮＤＳグループにおける人身・設備事故、施工・品質不良、納期超過、クレーム等（以下「事故・クレーム等」という。）

の未然防止を図る。

・ＮＤＳグループ内で発生した事故・クレーム等について、その原因を究明し、再発防止施策等を検討するとともに、

ＣＳＲ・リスク管理委員会へ報告する。

・ＣＳＲ・リスク管理委員会で決定された事項について、関係する事業本部、グループ会社等へ展開・定着を図る。

※ ４…………事業投資等委員会

新規事業、新規サービス、新商品の立上げおよび導入にあたり、経営上のリスク等を審議し、円滑な運営と迅速な意思決

定を図る。

※ ５…………重要資産管理委員会

ＮＤＳグループの重要資産管理に関する企画・立案をするとともに、ＮＤＳグループの重要資産について、事故等が発生

した場合は、事実確認、原因究明、対策立案を審議する。

※ ６…………情報セキュリティ委員会

・情報セキュリティの重要性をＮＤＳグループ内に周知し、情報資産の保護の推進を図る。

・ＮＤＳグループにおける情報資産に関わる事件・事故の未然防止および早期発見・早期解決を図る。

・ＮＤＳのＩＳＭＳに関わる重要な事項についての審議および立案を行う。

※ ７…………システム開発委員会

・ＮＤＳグループのＩＴガバナンスの目標を達成するために、ＩＴ関連の問題の統治と監視に関する重要事項についての

審議および立案を行う。

・ＮＤＳグループの情報システムの最適化を図る。

・新技術の開発・導入・検証にあたり、経営上のリスク等を審議し、円滑な運営と迅速な意思決定を図る。

※ ８…………監査諮問委員会

内部監査室と監査役会の連絡協議機関であり、各事業部・支店等で実施された内部監査（会計監査・業務監査等）の状況

を把握するとともに、「ＣＳＲ・リスク管理委員会」の決議内容を精査する

以  上


